
登 録 番 号 ２６１ 

登 録 日 平成２７年２月２日 

名 称 藤絹織物株式会社 

代表者職名・氏名 代表取締役 藤茂喜 

所 在 地 〒８９１－０１２２ 

鹿児島市南栄１丁目８番１号「奄美の里」内 

電 話 ０９９－２６０－５１１５ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://www.amaminosato.jp/ 

業 種 その他（その他の生活関連サービス業） 

業 務 概 要 ブライダル事業，観光施設事業，飲食事業，大島紬製造・販売業，スポーツ施

設事業（ゴルフ練習場，バッティングセンター他） 

行 動 計 画 期 間 平成２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）育児・介護休業法に基づく育児休業等，雇用保険法に基づく育児休

業給付，労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知。 

〈対策〉 

・平成29年４月～ 法に基づく諸制度の収集 

・平成29年５月～ 制度に関する情報提供の周知徹底の実施。 

         (所属長に対し，本取組への協力要請，及び全従業員に対し

て社内ネットワーク「テスクネッツ」を利用して定期的な

情報提供を行い，周知を図る。) 

目標２）若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供，トライ

アル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練の推進。 

〈対策〉 

・平成29年４月～ 県内の大学等が主体的に実施している「インターンシップ・ 

キャンパスウエブ」，および他県に在籍している本県出身の 

学生等を受け入れる「広域インターンシップ」への参加申 

込みを行う。  

・平成29年５月～ 就業体験機会の職種・受入期間等について，対象部門との 

事前調整，および本件主旨を個別説明とともに，職業訓練 

の推進に向けての取組を協力要請する。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■育児休業制度 

○子の看護休暇 

○育児のための所定外労働の免除 

○育児のための時間外労働の制限 

○育児のための深夜業の制限 

○育児短時間勤務 

■介護休業制度 

○介護休暇 

○介護のための時間外労働の制限 



○介護のための深夜業の制限 

○介護短時間勤務 


